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Ⅰ．中原自治会よりの連絡・報告 
１．令和 3年度通常総会について 

 新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置が 3 月 21 日で解除されましたが、依然

として新規感染者数は数千人規模の高い数値を示しています。この数値はこれまでの第１波

から第５波の数値を大きく上回っています。コロナに感染すれば重症化する人も居れば、後

遺症に悩まされる人も居ます。コロナは終息したわけではありません。今後も感染防止対策

は行っていかなければなりません。そこで、今年度の通常総会は書面による表決とすること

にしましたのでご了承ください。 

 なお、令和 3年度通常総会は次の日程で行います。また、通常総会の結果はコミュニケー

ション中原 5月号に掲載しますのでよろしくお願いします。 

 

令和 3年度通常総会 

   １ 日時 令和 4年 4月 24日(日) 13：00 

   ２ 会場 中原自治会館 

   ３ 議案 議案１「令和 3年度事業報告・決算報告」 

        議案２「令和 4年度事業計画(案)・予算(案)」 

 

 〇 通常総会資料と書面表決書の配布について 

   通常総会は会員全員の表決が必要ですが、今年度は昨年度同様に理事と評議員に総会

資料を郵送し、表決いただきます。なお、その他の会員も表決の権利がありますので、

理事と評議員以外の方で書面表決に参加したい方は、4 月 16 日（土）10：00～12：00

に総会資料と書面表決書を自治会館でお渡ししますので、表決にご参加ください。 

 

 コミュニケーション中原 
Communication Nakahara 
  

 

令和 3年度 通常総会は 

今年度も書面による表決とします 
 

令和 4年度 第 1回評議員会は 
5月 7日（土）19：00開催予定です 
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〇 令和 3 年度評議員のみなさん 1 年間ありがとうございました。1 年間の活動に対する

記念品は総務部より 4月評議員会で配布し、欠席の方は後日配布いたします。 

 

２．新評議員のみなさんへ 第 1回評議員会の開催について 

  新しく評議員になられたみなさん。第 1 回評議員会は 5 月 7 日（土）19：00 から中原

自治会館で開催する予定です。この時、評議員の仕事等についてお話します。 

  なお、4 月の自治会費の集金日はありません。5 月以降の自治会費の集金日については

各月の評議員会でお知らせするとともに、毎月発行するコミュニケーション中原でお知ら

せします。 

 

３．子供会より 6年生を送る会の報告 

  今年度の 6年生を送る会は、2月下旬に計画しておりましたが、残念ながらまん延防止

等重点措置のため中止いたしました。代わりに、記念品の配布を行わせていただきました。

記念品のカードやペンを新生活に役立ててもらえることを祈っております。 

  今年度も感染症の影響で、多くのイベントを計画しては中止を繰り返しておりましたが、

ラジオ体操と焼き芋会を開催できました。昨年度より 1つイベントを増やし、一歩進めた

のではないかと思っております。 

  地域の皆様のお力添えいただいたおかげで 2つのイベントでは、大きな混乱もなく実施

できましたことを感謝申し上げます。イベントを通じて地域と子供の繋がりが持てる様、

来年度も子ども会へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

子ども会会長 中川由紀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ＊子供の感想文は 6年を振り返っての感想です。 

 

 

Ⅱ．磯子区連合町内会町会 3 月定例会報告 

 3月定例会は書面による情報提供になりました。書面にあったものを報告します。 

 

記念品有り難う御座います。 

シャーペンは、とても書きやすくて、名前も入っていてすごくカッコ良いし、中でも熊

野神社でのお祭りが 1 番面白かったです。焼き芋もすごく甘いさつまいもで、すごく美

味しくいただき、とても楽しかったです。楽しいイベントをして頂き有り難う御座いま

した。 

屏風浦小学校 6 年 大江俊太郎 

僕が子ども会に入って良かったことは、一つ目はお餅つきです。もう一回あれば参加した

いです。二つ目はクリスマスのビンゴ大会でプレゼントをたくさんもらえてうれしかった

ことです。いろんな楽しい会を開いてくれてありがとうございました。 

杉田小学校 6 年 新保陽平 
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１．令和 4年 2月末の犯罪発生状況について      磯子警察署より 

磯子区内の犯罪発生件数は 74件で、前年に比べ 5件の増加と  

なっています。特殊詐欺の被害件数は 9件で、前年に比べ 5件 

の増加となっています。 

なお、中原の 2月の犯罪発生件数は 1件でした。 

  

２．令和 4年 2月末の火災・救急状況について           磯子消防署より 

磯子区内の火災発生件数は 5件で、前年に比べ 2件の減少と 

なっています。救急出動件数は区内 1,837件で、前年に比べ 

396件増加しております。 

なお、2月に中原 3丁目で火災が発生しています。気を付けて 

下さい。 

 

３．令和 4年度 LED防犯灯整備事業について             市民局より 

  標記事業を令和 4年度も実施します。申請は自治会町内会となっていますので、ご希望

の方は自治会までご連絡ください。防犯灯設置に関しては細かな基準があり、設置は市民

局が承認します。申請の提出期限が令和 4 年 5 月 31 日（火）となっていますので、5 月

中旬までに自治会までご連絡ください。 

 

４．磯子区防災スピーカー試験放送の実施について             総務課より 

  区内に設置されている「防災スピーカー」の試験放送を令和 4年度も実施します。令和

4年度からは、新たに森中学校、汐見台中学校、洋光台消防出張所、洋光台第三小学校、

洋光台第二小学校の 5か所でも試験放送を実施します。 

 ア 日時：毎月第 2月曜日 10時 00分から（約 1分程度）＊当日が祝日の場合は翌日実施 

令和 4年 5月 9日（月）、6月 13日（月）、7月 11日（月）、8月 8日（月） 

9月 12日（月）、10 月 11日（火）、11月 14日（月）、12月 12 日（月） 

令和 5年 1月 10日（火）、2月 13日（月）、3月 13日（月） 

  イ 放送場所：近隣の防災スピーカー 

    屏風浦小学校、杉田小学校、森中学校、浜中学校 

  ウ 問合せ先：総務課危機管理担当 電話：７５０－２３１２ 

   

 

Ⅲ．かがやきクラブ磯子中原睦和会 令和 4 年 4 月 行事予定表 

 定例会とグラウンドゴルフ、ラジオ体操の予定をお知らせします。 

   項  目  場  所 日          時 

１ 定例会 中原自治会館 25日（月）9：30～14：00 

２ グラウンドゴルフ 中原公園 毎週火曜日と金曜日 8：30～10：30 

３ ラジオ体操 松の内公園 毎朝 6：30～ 



令和 4 年 4 月 5 日発行【第 266】 

  - 4 -  

 

Ⅳ．中原のこと その１6  ～熊野神社（2）～          会長 金子善政 

 中原に新しくお住まいの方と話をすると熊野神社はどこにあ 

るのと聞かれますので、その話から始めます。中原 2丁目 24に 

セブンイレブンがありますが、その駐車場に皇紀 2600年(昭和 

15年)を記念して建てられた熊野神社参道に石碑があります。 

そこから京急のガードを抜け、左に曲がって最初の T字路を右 

に曲がった突き当りに熊野神社はあります。住所は中原 4丁目 

24です。杉田新道の京急踏切を渡り浜中方面に 150m程行った 

所を右に入り、突き当りを左に曲がっても熊野神社に行けます。 

 

 古代の日本は神を信じる神道の国でした。そこへ 6世紀ごろ仏教が伝来し、神と仏が補い

合う神仏習合の時代が江戸時代の末期まで続きます。王政復古を果たした明治政府は 1868

年に神仏分離令を布告した。これに伴い廃仏毀釈運動が起きた。現在は信教の自由が保障さ

れ、神社と寺は完全に分かれている。熊野神社が創建された時代は神仏融合の時代です。 

 

それでは熊野神社縁起と「磯子の史話」を元に熊野神社沿革の話を始めます。 

 源頼朝は平家を倒し鎌倉幕府を開き、1192年

に征夷大将軍になります。昔はこの年を鎌倉幕府

が成立した年として「いい国つくろう鎌倉幕府」

と覚えました。この年に、頼朝は鎌倉の 4つの寺

に「治国安民」の祈祷を命じます。その一つ山崎

の泉蔵院の知覚法印が熊野の本宮、新宮、那智の

三所権現に行きます。この時に行った別の寺の僧

が森の浅間神社を創建します。 

知覚法印は三所権現の分霊を樟で作った舟に

乗せて海に流すと、その舟が中原の海岸に流れ 

着きます。それを聞いた頼朝は喜び中原に熊野三所権現社と紀州山桐谷寺を建立させました。

桐谷寺の扁額が社務所に残っています。 

その後、桐谷寺は大霊山泉蔵院と名前を変え、国家安泰と万民和楽を祈願してきました。

また、境内には観音堂もありました。金沢観音霊場第 29番札所となっていましたが明治に

廃されました。 

明治になって、神仏分離令が公布されると熊野権現と泉蔵院とが一体となっていましたが、

泉蔵院住職は神道一本に決め法印は神職となり、社名を熊野神社としました。その後の中原

における熊野神社については前回お話ししました。 

江戸時代の泉蔵院は寺子屋を開いていたようです。明治時代になっても寺子屋は続いてい

ましたが、小学校が出来るとやめました。 

 現在の社殿は、昭和 61年に熊野神社の氏子により建てられたものです。また、平成 4年、

1992年には創建 800年祭が行われました。 

 

 


